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小 牧 市 地 域 公 共 交 通 計 画 策 定 等 支 援 業 務 委 託 仕 様 書  

 

第 １ 条 （ 適 用 ）  

本 仕 様 書 は 、 小 牧 市 （ 以 下 、「 発 注 者 」 と い う 。） が 委 託 し て 実 施 す る

「 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 計 画 策 定 等 支 援 業 務 」（ 以 下 、「 本 業 務 」 と い う 。）

に つ い て 適 用 し 、 受 注 者 は 本 仕 様 書 並 び に 契 約 書 、 関 係 法 令 に 基 づ き 本

業 務 を 実 施 す る こ と 。  

 

第 ２ 条 （ 対 象 地 域 ）  

  本 業 務 の 対 象 地 域 は 、 小 牧 市 全 域 及 び 小 牧 市 に 関 係 す る 公 共 交 通 （ 鉄

道 ・ 民 間 路 線 バ ス 等 ） が 運 行 す る 周 辺 市 町 村 と す る 。  

 

第 ３ 条 （ 目 的 ）  

  小 牧 市 で は 、平 成 30 年 3 月 に「 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 網 形 成 計 画 」（ 以

下 、「 現 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し た 以 降 、 市 の 公 共 交 通 の さ ら な る 利 便

性 向 上 の た め 、 よ り 効 果 的 ・ 効 率 的 な 公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク を 維 持 し 、

市 の 交 通 施 策 を 円 滑 に 推 進 し て い く た め 、 施 策 実 施 に あ た っ て は 、 市 ・

民 間 企 業 ・ 地 域 住 民 が 一 体 と な っ て 事 業 に 取 り 組 ん で き た が 、 令 和 ２ 年

11 月 27 日 に は 「 地 域 公 共 交 通 の 活 性 化 及 び 再 生 に 関 す る 法 律 等 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 」 が 施 行 さ れ 、 こ れ ま で の ま ち づ く り と 連 携 し た 地 域 公

共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 を 促 進 す る こ と に 加 え 、 地 域 に お け る 輸 送 手 段

を 総 動 員 し 、 持 続 可 能 な 旅 客 運 送 サ ー ビ ス の 提 供 の 確 保 を 目 指 す 地 域 公

共 交 通 計 画 の 策 定 が 努 力 義 務 化 さ れ た 。  

本 業 務 は 、 現 計 画 が 令 和 6 年 度 で 計 画 期 間 満 了 を 迎 え る こ と に 伴 い 、

現 計 画 の 評 価 を 踏 ま え 次 期 計 画 と し て 地 域 公 共 交 通 計 画 を 策 定 す る た め

に 、 小 牧 市 ま ち づ く り 推 進 計 画 等 の 上 位 計 画 ・ 関 連 計 画 や 公 共 交 通 の 現

状 を 整 理 す る と と も に 、 各 種 調 査 を 実 施 し て 市 民 ニ ー ズ や 利 用 実 態 を 把

握 し 、 地 域 公 共 交 通 計 画 案 を 作 成 す る こ と を 目 的 と す る 。  

さ ら に 、本 市 で は 、こ ま き 巡 回 バ ス が 令 和 8 年 4 月 1 日 に 路 線 再 編 を

実 施 す る こ と と し て い る 。そ の た め 、令 和 2 年 12 月 1 日 の 再 編 以 降（ 令

和 4 年 3 月 1 日 一 部 見 直 し ）の 利 用 者 ニ ー ズ を 把 握 し な が ら 、さ ら な る

利 便 性 向 上 を 図 る た め の ル ー ト ・ ダ イ ヤ 、 バ ス 停 設 置 箇 所 な ど の 再 編 案

を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。  
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第 ４ 条 （ 業 務 内 容 ）  

 本 業 務 の 内 容 に つ い て は 、 以 下 の と お り と す る 。  

【 令 和 ５ 年 度 業 務 】  

１ ． 計 画 準 備  

本 業 務 の 目 的 、 主 旨 を 十 分 に 把 握 し た 上 で 、 業 務 の 内 容 、 実 施 方 針 、

ス ケ ジ ュ ー ル 及 び 体 制 等 を 記 し た 業 務 計 画 書 の 作 成 を 行 う 。  

 

２ ． 各 種 ニ ー ズ の 把 握  

（ １ ） 市 民 ア ン ケ ー ト 調 査  

   多 様 化 す る 公 共 交 通 に 対 す る ニ ー ズ や 、 公 共 交 通 の 確 保 ・ 維 持 に 関

す る あ り 方 を 検 討 す る 上 で 必 要 と な る 基 礎 的 数 値 を 把 握 す る た め 、 市

民 3,000 人 程 度 を 対 象 と し た ア ン ケ ー ト を 実 施 す る 。  

発 注 者 は 宛 名 シ ー ル の 印 刷 及 び 発 送 用 封 筒 の 提 供 を 行 い 、 受 注 者 は

宛 名 シ ー ル 台 紙 及 び 返 信 用 封 筒 の 準 備 、調 査 票 の 作 成 、印 刷 、封 入 、発

送 を 行 う 。ま た 、調 査 票 の 返 送 先 は 受 注 者 宛 と し 、受 注 者 に て 回 収 、集

計 、 分 析 、 取 り ま と め を 行 う 。  

 

（ ２ ） バ ス 乗 降 調 査 及 び 利 用 者 ア ン ケ ー ト 調 査  

   市 内 を 運 行 す る バ ス 路 線（ 名 鉄 バ ス 、あ お い 交 通 、こ ま き 巡 回 バ ス ）

の 乗 降 バ ス 停 、 利 用 目 的 、 頻 度 等 の 利 用 実 態 や 、 満 足 度 、 重 要 度 、 改

善 点 等 の 意 向 を 把 握 す る た め 、 バ ス 利 用 者 を 対 象 と し た 乗 降 調 査 及 び

ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 す る 。  

こ ま き 巡 回 バ ス に つ い て は 、既 存 シ ス テ ム（ 乗 降 管 理 シ ス テ ム ）か ら

抽 出 さ れ る 令 和 ２ 年 再 編 以 降 の 利 用 者 デ ー タ の 提 供 を 発 注 者 か ら 受 け

る こ と が で き る 。 ま た 、 そ の デ ー タ の 分 析 に よ り バ ス 停 乗 降 調 査 カ ー

ド（ Ｏ Ｄ カ ー ド ）を 用 い た 乗 降 調 査 に 替 え る こ と が で き る 。利 用 者 ア ン

ケ ー ト は 、主 要 な バ ス 停 10 箇 所 に お い て 、バ ス 利 用 者 調 査 票 を 手 渡 し

配 布 し 、 郵 送 に て 回 収 す る 。 配 布 数 は 、 平 日 200 人 ／ １ 日 、 休 日 100

人 ／ １ 日 程 度 と す る 。  

民 間 バ ス 路 線 に つ い て は 、 調 査 対 象 便 を 抽 出 （ 各 路 線 ２ 班 で 調 査 可

能 な 範 囲 を 設 定 ） し 、 調 査 員 が バ ス 車 内 に 乗 車 し て バ ス 停 乗 降 調 査 カ

ー ド（ Ｏ Ｄ カ ー ド ）を 用 い て 乗 降 調 査 を 実 施 す る と と も に 、ア ン ケ ー ト

調 査 票 を 手 渡 し で 配 布 し 、郵 送 に て 回 収 す る 。配 布 数 は 、乗 降 調 査 が 平
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日 3,000 人 程 度 、 ア ン ケ ー ト 調 査 が 1， 500 人 程 度 と す る 。  

高 速 バ ス 路 線 に つ い て は 、 バ ス 停 へ の ア ク セ ス 手 段 や 目 的 、 頻 度 等

を 把 握 す る た め 、 中 央 道 桃 花 台 バ ス 停 利 用 者 を 対 象 と し た ア ン ケ ー ト

調 査 を 実 施 す る 。 配 布 数 は 、 乗 降 調 査 が 平 日 300 人 程 度 、 ア ン ケ ー ト

調 査 が 150 人 程 度 と す る 。  

 

（ ３ ） 交 通 事 業 者 ヒ ア リ ン グ  

   公 共 交 通 の 運 行 実 態 や 安 全 確 保 に 関 す る 問 題 点 を 抽 出 す る と と も に 、

運 行 改 善 に 係 る 事 業 者 ア イ デ ア を 把 握 す る た め 、 交 通 事 業 者 （ バ ス ・

タ ク シ ー 運 転 手 を 含 む ） を 対 象 と し た ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 す る 。  

   ヒ ア リ ン グ は 、 発 注 者 が 交 通 事 業 者 に ヒ ア リ ン グ 実 施 の 了 解 を 得 た

後 、 受 注 者 が 実 施 す る と と も に 、 そ の 結 果 の 取 り ま と め を 行 う 。  

 

（ ４ ） 企 業 ア ン ケ ー ト 調 査  

   小 牧 市 内 に 立 地 す る 企 業 に お け る 従 業 員 の 通 勤 実 態 や 公 共 交 通 利 用

に 対 す る 意 識 等 を 把 握 す る た め 、 小 牧 市 内 に 立 地 す る 従 業 員 50 人 以

上 の 企 業 及 び 従 業 員 を 対 象 に ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 す る 。  

 

（ ５ ） 地 域 懇 談 会  

   地 域 住 民 の 声 を 聞 く 場 と し て 、 市 内 を 6 地 区 に 区 分 し 、 グ ル ー プ ワ

ー ク 形 式 の 懇 談 会 を 各 地 区 １ 回 開 催 す る 。懇 談 会 で は 、参 加 者 に 対 し 、

懇 談 会 前 に 本 業 務 で 実 施 し た 各 種 ア ン ケ ー ト ・ ヒ ア リ ン グ の 結 果 等 を

示 し 、 住 民 ニ ー ズ の 確 認 や 利 用 促 進 に 関 す る 提 案 等 を 把 握 す る 。  

   受 注 者 は 、 案 内 用 チ ラ シ の 作 成 、 当 日 の 資 料 作 成 、 進 行 、 結 果 の と

り ま と め を 行 う 。  

 

３ ． 地 域 公 共 交 通 計 画 策 定 業 務  

（ １ ） 地 域 特 性 と 公 共 交 通 の 現 状 整 理  

ア  現 計 画 に 掲 げ る 施 策 の 進 捗 状 況 の 確 認  

    発 注 者 が 提 供 す る 施 策 の 実 施 状 況 等 に 関 す る 資 料 を 基 に 、 現 計 画

に 掲 げ る 施 策 の 進 捗 状 況 を 確 認 す る 。  

  イ  上 位 ・ 関 連 計 画 で 示 さ れ る 将 来 都 市 構 造 の 把 握  

    小 牧 市 ま ち づ く り 推 進 計 画 や 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 等 の 上 位 ・
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関 連 計 画 に 示 さ れ る 将 来 都 市 構 造 を 把 握 す る 。  

ウ  地 域 特 性 の 整 理  

現 計 画 策 定 以 降 の 本 市 の ま ち づ く り 動 向 及 び 社 会 経 済 状 況 の 変 化

等 の 社 会 動 向 を 把 握 し 、 地 域 特 性 を 整 理 す る 。  

エ  公 共 交 通 の 現 状 整 理  

    小 牧 市 内 を 運 行 す る 鉄 道 、 各 種 バ ス 交 通 及 び タ ク シ ー の 運 行 ・ 運

営 状 況 や 利 用 実 態 等 の 推 移 に つ い て 、 統 計 デ ー タ や 交 通 事 業 者 等 か

ら 提 供 さ れ る 資 料 に よ り 、 サ ー ビ ス 水 準 の 見 直 し 経 緯 と と も に 整 理

す る 。  

 

（ ２ ） 地 域 公 共 交 通 の 課 題 整 理  

  ア  計 画 目 標 の 達 成 度 評 価  

    地 域 特 性 と 公 共 交 通 の 現 状 整 理 結 果 及 び 各 種 ニ ー ズ 調 査 結 果 を 踏

ま え 、 現 計 画 で 設 定 し た 計 画 目 標 の 達 成 度 を 評 価 す る 。  

  イ  小 牧 市 に お け る 地 域 公 共 交 通 の 課 題  

    前 項 の 計 画 目 標 の 達 成 度 評 価 を 踏 ま え 、 小 牧 市 に お け る ま ち づ く

り と 連 携 し た 持 続 可 能 な 公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 を 行 う 上 で の 課

題 を 整 理 す る 。  

 

（ ３ ） 目 指 す 将 来 像 、 基 本 方 針 の 設 定  

   地 域 公 共 交 通 計 画 を 策 定 す る に あ た り 、 地 域 公 共 交 通 の あ り 方 、 公

共 交 通 サ ー ビ ス 提 供 の 方 針 、 公 共 交 通 と ま ち づ く り と の 連 携 方 針 、 公

共 交 通 の 運 営 ・ 運 行 体 制 の 方 針 等 を 定 め る 。  

 

４ ． こ ま き 巡 回 バ ス 「 こ ま く る 」 再 編 支 援 業 務  

（ １ ） こ ま き 巡 回 バ ス の 評 価 、 検 証  

   地 域 公 共 交 通 計 画 策 定 業 務 で 実 施 し た 各 種 ニ ー ズ の 把 握 等 を 踏 ま え 、

各 路 線 の 評 価 、検 証 を 行 う 。評 価 、検 証 は 、こ ま き 巡 回 バ ス の 機 能（ 幹

線 系 路 線 ・ 支 線 系 路 線 ） に 応 じ て サ ー ビ ス 評 価 基 準 に 基 づ く 確 保 す べ

き 利 用 者 数 の 達 成 度 を 評 価 す る と と も に 、 各 路 線 に 期 待 す る 機 能 の 維

持 ・ 変 更 や サ ー ビ ス 水 準 の あ り 方 を 検 討 す る 。  

 

５ ． 協 議 会 等 の 開 催 ・ 運 営 等 支 援  
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  地 域 公 共 交 通 計 画 の 策 定 等 に あ た り 、 本 市 の 地 域 公 共 交 通 の あ り 方 や

計 画 に 位 置 付 け る 各 種 事 業 の 協 議 ・ 調 整 の た め 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 会 議

及 び 策 定 部 会 を 各 ３ 回 程 度 開 催 す る 。  

ま た 、 受 注 者 は 、 各 会 議 で の 会 議 資 料 及 び 議 事 録 の 作 成 を 行 い 、 会 議

に 同 席 す る 。  

 

６ ． 報 告 書 作 成  

  上 記 ま で の 調 査 、 検 討 結 果 に つ い て 、 報 告 書 と し て と り ま と め る 。  

 

７ ． 打 合 せ 協 議  

本 業 務 で は 、 業 務 着 手 時 1 回 、 業 務 中 間 時 3 回 、 成 果 品 納 入 時 1 回 の

5 回 を 基 本 と す る ほ か 、業 務 の 遅 滞 が 生 じ な い よ う 、必 要 に 応 じ 、業 務 進

捗 状 況 の 報 告 や 事 務 連 絡 等 に つ い て 適 宜 打 合 せ を 行 い 、 本 業 務 の 円 滑 な

進 捗 に 努 め る も の と す る 。  

な お 、 受 注 者 は 打 合 せ 協 議 記 録 を 協 議 後 速 や か に 作 成 し 、 発 注 者 へ 提

出 す る も の と す る 。  

 

【 令 和 ６ 年 度 業 務 】  

１ ． 地 域 公 共 交 通 計 画 策 定 業 務  

（ １ ） 地 域 公 共 交 通 計 画 案 の 検 討  

  ア  計 画 目 標 の 設 定  

    令 和 5 年 度 に 検 討 し た 目 指 す 将 来 像 及 び 基 本 方 針 を 踏 ま え 、 定 量

的 な 目 標 （ 数 値 目 標 ・ 評 価 指 標 等 ） を 設 定 す る 。  

  イ  目 標 を 達 成 す る た め に 行 う 事 業 及 び そ の 実 施 主 体 等 の 検 討  

    目 標 を 達 成 す る 上 で 必 要 と な る 地 域 公 共 交 通 再 編 事 業 の 事 業 内 容 、

実 施 主 体 、 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル 等 を 定 め る 。 ま た 、 計 画 目 標 の 達 成 状

況 の 評 価 に 関 す る 事 項 、計 画 の 進 行 管 理 方 法 や 管 理 体 制 等 を 定 め る 。 

  ウ  地 域 公 共 交 通 計 画 の と り ま と め  

    上 記 ア 、 イ ま で の 検 討 を 踏 ま え 、 地 域 公 共 交 通 計 画 案 を と り ま と

め る 。 ま た 、 地 域 公 共 交 通 会 議 で の 審 議 や パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実

施 結 果 を 踏 ま え 、 地 域 公 共 交 通 計 画 へ の 反 映 を 行 う と と も に 、 計 画

公 表 に 向 け 、 市 民 に と っ て わ か り や す く 説 明 す る た め の 概 要 版 の 作

成 を 行 う 。  



6 

２ ． こ ま き 巡 回 バ ス 「 こ ま く る 」 再 編 支 援 業 務  

（ １ ） 再 編 の 基 本 方 針 の 検 討  

   地 域 公 共 交 通 計 画 の 策 定 に 向 け て 検 討 し た 目 指 す 将 来 像 及 び 基 本 方

針 を 踏 ま え 、こ ま き 巡 回 バ ス 再 編 に 向 け た 基 本 的 な 考 え 方 を 整 理 す る 。

整 理 に あ た っ て は 、 本 市 全 体 の 都 市 交 通 体 系 に お い て 、 こ ま き 巡 回 バ

ス が 果 た す べ き 役 割 を 明 確 に す る と と も に 、 費 用 対 効 果 、 本 市 の 人 口

や 地 形 等 の 特 徴 、 民 間 路 線 と の 兼 ね 合 い な ど の 総 合 的 な 観 点 に よ り 、

見 直 し を す る 際 の 判 断 基 準 と な る 指 標 を 策 定 す る 。  

 

（ ２ ） 再 編 計 画 の 策 定  

ア  ル ー ト 再 編 案 の 検 討  

    過 年 度 に 作 成 し た 地 域 公 共 交 通 計 画 及 び 路 線 再 編 方 針 を 踏 ま え 、

地 域 特 性 や 各 種 ニ ー ズ に 対 応 し た 最 適 な ル ー ト 再 編 案 を 検 討 す る 。  

イ  バ ス 停 設 置 箇 所 案 の 検 討  

    ア で 検 討 し た ル ー ト に お い て 、 住 宅 地 の 分 布 、 主 要 集 客 施 設 の 立

地 状 況 、 既 存 バ ス 停 等 を 踏 ま え 、 利 用 者 の 利 便 性 向 上 に 資 す る 最 適

な バ ス 停 設 置 箇 所 案 を 検 討 す る 。  

    な お 、 バ ス 停 設 置 に 係 る 公 安 委 員 会 、 道 路 管 理 者 及 び 地 権 者 等 へ

の 協 議 ・ 承 諾 に つ い て は 、 別 途 発 注 者 が 対 応 す る 。  

ウ  運 行 ダ イ ヤ 案 の 検 討  

    上 記 で 検 討 し た ル ー ト 及 び バ ス 停 設 置 箇 所 案 に 基 づ き 、 運 行 ダ イ

ヤ 案 を 検 討 す る 。 運 行 ダ イ ヤ 案 は 、 鉄 道 及 び 既 存 路 線 バ ス と の 乗 り

継 ぎ に 配 慮 す る と と も に 、 自 動 車 運 転 者 の 労 働 時 間 等 の 改 善 の た め

の 基 準 （ 厚 生 労 働 省 ） を 遵 守 し つ つ 、 運 行 経 費 の 視 点 か ら 見 た 運 行

時 間 帯 、 運 行 本 数 （ 運 行 間 隔 ） の 検 討 を 行 う も の と す る 。  

    な お 、 運 行 ダ イ ヤ の 決 定 に 係 る 実 車 走 行 を 踏 ま え た ダ イ ヤ 調 整 に

つ い て は 、 別 途 発 注 者 が 対 応 す る 。  

 

３ ． 地 域 懇 談 会  

   地 域 住 民 の 声 を 聞 く 場 と し て 、 市 内 を 6 地 区 に 区 分 し 、 グ ル ー プ ワ

ー ク 形 式 の 懇 談 会 を 各 地 区 １ 回 開 催 す る 。懇 談 会 で は 、参 加 者 に 対 し 、

小 牧 市 地 域 公 共 交 通 計 画 案 及 び こ ま き 巡 回 バ ス 「 こ ま く る 」 の 再 編 案

を 示 し 、 ル ー ト ・ ダ イ ヤ 、 バ ス 停 設 置 箇 所 な ど に 対 す る ニ ー ズ を 伺 う
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と と も に 、 現 状 の 問 題 点 や 課 題 等 を 把 握 す る 。  

   受 注 者 は 、 懇 談 会 の 企 画 、 案 内 用 チ ラ シ の 作 成 、 当 日 の 資 料 作 成 、

進 行 、 結 果 の と り ま と め を 行 う 。  

 

４ ． 協 議 会 等 の 開 催 ・ 運 営 等 支 援  

関 係 者 と の 協 議 ・ 調 整 の た め 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 会 議 及 び 策 定 部 会 を

各 ３ 回 程 度 開 催 す る 。  

ま た 、受 注 者 は 、会 議 資 料 及 び 議 事 録 の 作 成 を 行 い 、会 議 に 同 席 す る 。  

 

５ ． パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 支 援  

  地 域 公 共 交 通 計 画 案 に つ い て 、 小 牧 市 が 実 施 す る パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

の 支 援 を 行 う 。 本 業 務 で は 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト に 必 要 な 資 料 を 作 成 す

る と と も に 、 意 見 等 結 果 の 整 理 を 行 う も の と す る 。  

 

６ ． 報 告 書 作 成  

  上 記 ま で の 調 査 、 検 討 結 果 に つ い て 、 報 告 書 と し て と り ま と め る 。  

 

７ ． 打 合 せ 協 議  

本 業 務 で は 、 業 務 着 手 時 1 回 、 業 務 中 間 時 3 回 、 成 果 品 納 入 時 1 回 の

5 回 を 基 本 と す る ほ か 、業 務 の 遅 滞 が 生 じ な い よ う 、必 要 に 応 じ 、業 務 進

捗 状 況 の 報 告 や 事 務 連 絡 等 に つ い て 適 宜 打 合 せ を 行 い 、 本 業 務 の 円 滑 な

進 捗 に 努 め る も の と す る 。  

な お 、 受 注 者 は 打 合 せ 協 議 記 録 を 協 議 後 速 や か に 作 成 し 、 発 注 者 へ 提

出 す る も の と す る 。  

 

【 令 和 7 年 度 業 務 】  

１ ． こ ま き 巡 回 バ ス 再 編 支 援 業 務  

（ １ ） 再 編 計 画 案 の と り ま と め  

   こ れ ま で の 検 討 を 踏 ま え 、 ル ー ト 、 バ ス 停 、 ダ イ ヤ に 係 る 再 編 計 画

案 に つ い て 、 路 線 再 編 の 許 可 申 請 手 続 き に 必 要 な 様 式 で と り ま と め を

行 う 。  

（ ２ ） 再 編 評 価 指 標 及 び 評 価 実 施 計 画 の 作 成  

   前 項 で と り ま と め た 再 編 計 画 を 実 施 す る に あ た り 、 地 域 公 共 交 通 計
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画 と 連 動 し た 再 編 評 価 指 標 、 目 標 を 設 定 す る と と も に 、 評 価 計 画 を 作

成 す る 。  

 

２ ． パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 支 援  

  こ ま き 巡 回 バ ス 再 編 計 画 案 に つ い て 、 発 注 者 が 実 施 す る パ ブ リ ッ ク コ

メ ン ト の 支 援 を 行 う 。 本 業 務 で は 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト に 必 要 な 資 料 を

作 成 す る と と も に 、 意 見 等 結 果 の 整 理 を 行 う も の と す る 。  

 

３ ． 協 議 会 の 開 催 ・ 運 営 等 支 援  

こ ま き 巡 回 バ ス 再 編 計 画 の 策 定 に あ た り 、再 編 計 画 案 に お け る ル ー ト 、

バ ス 停 、 ダ イ ヤ 等 の 協 議 ・ 調 整 の た め 、 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 会 議 を ２ 回

程 度 開 催 す る 。  

ま た 、受 注 者 は 、会 議 資 料 及 び 議 事 録 の 作 成 を 行 い 、会 議 に 同 席 す る 。  

 

４ ． 報 告 書 作 成  

  上 記 ま で の 調 査 、 検 討 結 果 に つ い て 、 報 告 書 と し て と り ま と め る 。  

 

５ ． 打 合 せ 協 議  

本 業 務 で は 、 業 務 着 手 時 1 回 、 業 務 中 間 時 3 回 、 成 果 品 納 入 時 1 回 の

5 回 を 基 本 と す る ほ か 、業 務 の 遅 滞 が 生 じ な い よ う 、必 要 に 応 じ 、業 務 進

捗 状 況 の 報 告 や 事 務 連 絡 等 に つ い て 適 宜 打 合 せ を 行 い 、 本 業 務 の 円 滑 な

進 捗 に 努 め る も の と す る 。  

な お 、 受 注 者 は 打 合 せ 協 議 記 録 を 協 議 後 速 や か に 作 成 し 、 発 注 者 へ 提

出 す る も の と す る 。  

 

第 ５ 条 （ 秘 密 の 保 持 ）  

 受 注 者 は 、 常 に コ ン サ ル タ ン ト と し て の 中 立 性 を 堅 持 す る よ う に 努 め な

け れ ば な ら な い 。 ま た 、 業 務 の 遂 行 上 知 り 得 た 秘 密 を 他 人 に 漏 ら し て は な

ら な い 。  

 

第 ６ 条 （ 提 出 書 類 ）  

 受 注 者 は 、 業 務 の 着 手 及 び 完 了 に あ た っ て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  
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 ① 業 務 計 画 書 、 ② 工 程 表 、 ③ 管 理 技 術 者 及 び 照 会 技 術 者 届 、  

 ④ 完 了 届 、 ⑤ 納 品 書 、 ⑥ そ の 他 の 監 督 職 員 が 指 示 す る も の  

 

第 ７ 条 （ 管 理 技 術 者 及 び 照 査 技 術 者 ）  

（ １ ） 受 注 者 は 、 管 理 技 術 者 及 び 照 査 技 術 者 を も っ て 、 秩 序 正 し い 業 務 を

行 わ せ る と と も に 、 高 度 な 技 術 を 要 す る 部 門 に つ い て は 、 相 当 の 経

験 を 有 す る 技 術 者 を 配 置 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ２ ） 管 理 技 術 者 は 、 業 務 全 般 に わ た り 技 術 的 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

（ ３ ） 受 注 者 は 、 業 務 の 進 展 を 図 る た め 、 十 分 な 数 の 技 術 者 を 配 置 し な け

れ ば な ら な い 。  

 

第 ８ 条 （ 引 渡 し ）  

 成 果 品 の 検 査 に 合 格 後 、 本 仕 様 書 に 指 定 さ れ た 成 果 品 一 式 を 納 品 し 、 発

注 者 の 検 査 合 格 を も っ て 業 務 の 完 了 と す る 。  

 

第 ９ 条 （ 疑 義 ）  

 受 注 者 が 、 本 業 務 を 行 う に あ た り 、 本 仕 様 書 及 び そ の 他 業 務 に 疑 義 が 生

じ た 場 合 は 、 発 注 者 の 指 示 を 受 け る も の と す る 。  

 

第 １ ０ 条 （ 成 果 品 ）  

 各 年 度 の 成 果 品 及 び 部 数 は 以 下 の と お り と し 、全 て 発 注 者 の 所 有 と す る 。 

【 令 和 5 年 度 】  

（ １ ） 報 告 書                          ２ 部  

（ ２ ） 業 務 完 了 ま で の 会 議 録 及 び 関 係 資 料             一 式  

（ ３ ） 上 記 (1)～ (2)の 原 稿 等 電 子 デ ー タ （ CD-R： Word,Excel ,PDF）   一 式  

（ ４ ） そ の 他 、 発 注 者 が 必 要 と 認 め た 資 料             一 式  

 

【 令 和 6 年 度 】  

（ １ ） 報 告 書                          ２ 部  

（ ２ ） 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 計 画  計 画 書             100 部  

（ ３ ） 小 牧 市 地 域 公 共 交 通 計 画  概 要 版             200 部  

（ ４ ） 業 務 完 了 ま で の 会 議 録 及 び 関 係 資 料             一 式  
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（ ５ ） 上 記 (1)～ (4)の 原 稿 等 電 子 デ ー タ （ CD-R： Word,Excel ,PDF）   一 式  

（ ６ ） そ の 他 、 発 注 者 が 必 要 と 認 め た 資 料             一 式  

 

【 令 和 7 年 度 】  

（ １ ） 報 告 書                          ２ 部  

（ ２ ） 業 務 完 了 ま で の 会 議 録 及 び 関 係 資 料             一 式  

（ ３ ）上 記 (1)～ (2)の 原 稿 等 電 子 デ ー タ（ CD-R：Word,Excel ,PDF）  一 式  

（ ４ ） そ の 他 、 発 注 者 が 必 要 と 認 め た 資 料             一 式  

 

第 １ １ 条 （ 代 金 の 支 払 い ）  

 代 金 の 支 払 い は 、 各 年 度 の 業 務 完 了 時 に 発 注 者 が 検 査 を 行 い 、 そ の 検 査

に 合 格 し た 後 に 、 発 注 者 が 、 受 注 者 か ら の 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日

か ら 30 日 以 内 に 行 う も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


